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最高裁秘書第2401号

令和3年8月4日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村 11

司法行政文書開示通知書

令和3年7月3日付け（同月5日受付，第030335号）で申出のありました

司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知しま

す。

記

1 開示する司法行政文書の名称

平成9年12月22日付け最高裁民二第616号事務総長通達「 「民事訴訟費

用等に関する法律」 ， 「刑事訴訟費用等に関する法律」等の運用について」 （片

面で12枚）

2開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室） 電話03 (3264) 5652 (直通）



「民事訴訟費用等に関する法律」 ， 「刑事訴訟費用等に関する法律」等の運用に

ついて

平成9年12月22日民二第616号高等裁判所長官，地

方，家庭裁判所長あて事務総長通達

屯
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民事訴訟費用等に関する法律（昭和46年法律第40号。以下「民訴費用法」 と

いう。 ） ，刑事訴訟費用等に関する法律（昭和46年法律第41号。以下「刑訴費

用法」 というb ) ,民事訴訟費用等に関する規則（昭和46年最高裁判所規則第5

号）及び刑事の手続における証人等に対する給付に関する規則（昭和46年最高裁

判所規則第8号）の運用について，下記のとおり，証人等に対し航空賃を支給すべ

き場合等に関する参考基準並びに旅費， 日当及び宿泊料（以下「旅費等」 という。 ）

の概算払の手続等の要領等を定めるとともに，その他実務上配慮を要すると思われ

る事項を取りまとめましたから， これらに留意の上遺漏のないようにしてください。

なお，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所長からこの旨を伝達してくださ

の

い。

記

第1 航空賃を支給すべき場合に関する参考基準

民訴費用法第21条第1項又は刑訴費用法第3条第1項による航空賃の支給

は,出頭のための旅行の日程及び当該旅行に係る旅費総額を勘案して，航空機

を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法によるものと認める場合で，



現に航空機を利用したとき（復路については，航空機を利用することが確実で

あると認められるとき。 ）に行うものとする6

第2本邦と外国との間の旅行に係る旅費等に関する参考基準

民訴費用法第24条又は刑訴費用法第6条による本邦と外国との間の旅行に

係る旅費等は，原則として，国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法

律第114号）により， 6級以下の職務にある者の外国旅行について支給され

る旅費等に準じて算定するものとする。

第3旅費等及び鑑定等に必要な費用の概算払の手続

1 民訴費用法の規定による旅費等及び鑑定等に必要な費用の概算払

(1) 当事者等の予納に係る保管金からの概算払

ア証人等の旅費等

（ｱ)証人に対する旅費等の概算払は，概算払をしなければ証人の出頭が困

難であって,かつ，概算払をすれば証人の出頭することが確実であると

認められるときに限り行うものとする。

（ｲ）証人を呼び出す場合において，旅費等の概算払をすべき事由があると

認められるときは，呼出状と同時に，概算払に関する注意事項を記載し

た書面（別紙第1参照）及び概算請求書（事件番号，事件名等事件の特

定のため必要な事項及び出頭年月日を記入したもの）を証人に送付する。

（ｳ）概算請求書が提出された場合において，裁判所が概算払を相当と認め

たときは，裁判長は， これに支給すべき旨を記載して押印するものとす

←

る。

㈲歳入歳出外現金出納官吏は， （例の書面の回付を受けて支払をしたとき

は，その書面の写しに支払をした旨及びその年月日を記載して裁判所に

返付する。返付を受けた書面は，記録につづりこむ。

鮒旅費等の概算払を受けた証人の尋問が終了したとき又はその証人が出

頭した場合において尋問を要しなくなったときは，原則として，その当



日に精算の手続をする。 この場合においては，証人から提出された精算

請求書に(ｳ)に準じて裁判長が押印し，歳入歳出外現金出納官吏が精算手

続をする。

㈲民訴費用法第18条第3項の規定により証人に概算払をした金額を返

納させるべきときは，裁判所は，その旨を歳入歳出外現金出納官吏に通

知し, 当該官吏から返納手続に要する書類の送付を受けj これを添付し

て返納すべき旨を証人に通知する．

㈱・鑑定人，通訳人及び査証人に対する旅費等の概算払については， （ｱ)か

ら㈲までに準じて取り扱うものとする。

イ鑑定等に必要な費用

（ｱ）鑑定人に対する鑑定に必要な費用の概算払は，鑑定人にその費用を立

て替えさせることが困難であると認められる場合に限り行うものとする。

（ｲ）鑑定人に対し費用の概算払をすべき事由があると認められるときは，

概算請求書(事件番号，事件名等事件の特定のため必要な事項を記入し

たもの）を鑑定人に交付する。

（ｳ）概算請求書ｶﾐ提出された場合の手続は，アの(ｳ汲ぴ㈲に準じて取り扱

う．ものとする。

（ｴ） 費用の概算払を受けた鑑定人が鑑定を終了したときは，精算の手続を

するものとし，その手続は，報酬を支給するものについてはその支給の

手続と併せてするものとするほか，アの㈱に準じて取り扱うものとする。

鮒．民訴費用法第18条第3項の規定による返納の手続は，アの側に準じ

て取り扱うものとする。

鋤通訳人,査証人及び民訴費用法第20条の規定により費用を請求する

ことができる者に対する通訳，査証及び調査等の行為に必要な費用の概

算払については， （ｱ)から㈱までに準じて取り扱うものとする。 ．

(2) 歳出金からの概算払

一



ア証人等の旅費等

国庫において立て替えてする証人，鑑定人，通訳人及び査証人に対する

旅費等の概算払については， (1)のアに準じて取り扱うものとする。 この場

合において， (1)のアの(ｴ)から㈲までに「歳入歳出外現金出納官吏」 とある

のは， 「官署支出官又は資金前渡官吏」と読み替える。

イ訴訟上の救助の場合の鑑定に必要な費用

訴訟上の救助により支払を猶予した裁判費用のうち鑑定に必要な費用の

概算払については， (1)のイに準じて取り扱うものとする。この場合におい

て， (1)のイの(例から鮒までにおいて準じて取り扱うものとされている(1)の

アの㈲から㈲までに「歳入歳出外現金出納官吏」 とあるのは， 「官署支出

官」 と読み替える｡

2刑事訴訟法の規定による旅費等及び鑑定に必要な費用の概算払

（1） 証人等の旅費等

刑事訴訟法（昭和23年法律第131号。以下「刑訴法」 という。 ）に規

定する証人（少年法（昭和23年法律第168号）第30条第2項に規定す

る参考人を含む。 ） ，鑑定人，通訳人及び翻訳人の旅費等の概算払について

は, ・ 1の(1)のアに準じて取り扱うものとする。この場合においてj 1の(1)の

アの(ｲ)に「証人を呼び出す場合において」 とあるのは， 「証人を召喚する場

合において」 と, 「呼出状」 とあるのは， 「召喚状」 と， 1の(1)のアの㈲か

ら㈲までに「歳入歳出外現金出納官吏」 とあるのは， 「官署支出官又は資金

前渡官吏」 と， 1の(1)のアの㈲に「民訴費用法第18条第3項」 とあるのは，

「刑訴法第164条第2項」 と， 1の(1)のアの㈱に「鑑定人，通訳人及び査

証人」 とあるのは， 「鑑定人，通訳人及び翻訳人」 とそれぞれ読み替えるも

のとする。

（2）鑑定に必要な費用

刑訴法第173条に規定する鑑定に必要な費用の概算払については， 1の



(1)のイに準じて取り扱うものとする。この場合において， 1の(1)のイの(ｳ)か

ら㈱までにおいて準じて取り扱うものとされている1の(1)のアの㈲から㈲ま

でに「歳入歳出外現金出納官吏」 とあるのは， 「官署支出官」 と読み替える

ものとする。

第4収入印紙の再使用証明等の手続

1 受付事務

（1） 収入印紙をはる方法

民訴費用法第9条第3項各号及び第5項に掲げる申立ての手数料として納

付される収入印紙については，同法第10条第1項（再使用証明）の手続に

かんがみ，できる限り別の用紙にはらせ， これを訴状その他の申立書に添付

させる取扱いをする。申立ての趣意を記載した調書に収入印紙をはる場合も

これに準ずる。

（2） 収入印紙の再使用の申出

民訴費用法第10条第1項の規定による再使用の申出は，できる限り書面

（別紙第2参照）によってさせるものとする。

2再使用証明の手続

民訴費用法第10条第1項の規定により裁判所書記官がする証明は，次の手

続により行う。

(リ還付すべき金額(その金額の一部につき再使用証明を付して収入印紙を交

付しようとする場合はその額）に相当する収入印紙を訴状等（訴状その他の

申立書及び申立ての趣意を記載した調書等をいう。以下同じ。 ）から分離し

て証明書（別紙第3参照）の用紙にはる。

（2）訴状等から収入印紙を分離したときは，その箇所に，再使用証明のため分

離した旨及びその年月日並びに分離した収入印紙の種類及び枚数を付記して

記名押印する（別紙第4参照） 。

（3） (1)により，訴状等から分離した収入印紙をはり付けた用紙に，再使用する



ことができる収入印紙の金額，再使用することができる旨及びその裁判所名

並びに再使用することができる期間を記載して記名押印する（別紙第3参照

） 。

（4） (3)の手続を終えたときはi再使用申出書に，再使用証明をした金額，再使

用証明を付した収入印紙の種類及び枚数並びに再使用証明をした年月日を付

記して記名押印する（別紙第5参照） 。

3 再使用証明の失効手続

民訴費用法第10条第2項の申立てに係る還付の裁判が確定したときは，裁

判所書記官は，再使用証明が付された収入印紙の再使用証明文の下部に，再使

用証明失効の旨を記載して記名押印する。

第5鑑定料等の請求の機会を与えるための措置について

民訴費用法第27条及び刑訴費用法第10条により給付の請求について期限

が定められていることにかんがみ，民事訴訟等において事件を完結させること

となる判決をする場合若しくは民訴費用法第27条に定める事件完結の日から

2月の期限が近づいた場合又は刑事訴訟において訴訟手続を終了させることと

なる裁判若しくは訴訟費用を負担させる裁判をする場合において，鑑定料，通

訳料,翻訳料，査証料，弁護人の報酬等を請求することができる者でいまだそ

の請求をしていないものがあるときは，必要に応じ，あらかじめ，裁判所書記

官等をしてこれらの者に対し，速やかに請求の手続をとるよう連絡させる等適

当な措置を執らせることが相当である。

付記

1 この通達は，平成10年1月1日から実施する。

2昭和46年6月26日付け最高裁民二第590号事務総長通達「 「民事訴訟費

用等に関する法律」 ， 「刑事訴訟費用等に関する法律」等の施行について」は，

平成9．年12月31日限り，廃止する。

付記（平成11． 2． 3民二第三○号）



この通達は，平成11年4月1日から実施する。

付記（平成12. 8． 28民二第457号）

この通達は，平成13年1月1日から実施する。

付記（平成31． 3． 22民二第784号）

この通達は,平成31年4月1日から実施する。

付記（令和2． 9． 2民二第2300号）

この通達は，特許法等の一部を改正する法律（令和元年法律第3号）附則第1条第

3号に掲げる規定の施行の日 （令和2年10月1日） から実施する。

付記（令和3． 3． 29総一第381号）

1 この通達は，令和3年4月1日から実施する。ただし，記第2から記第18ま

で及び記第2’の定めは，同年7月’日から実施する。

2 この通達の実施の際，従前の様式による用紙が残存している場合には， これを

使用して差し支えない。



（別紙第1）

注意

あなたが証人として裁判所に出頭する場合に要する旅費日当及び宿泊料は,原則

として尋問が終わってから支給することとなっています。もし，先に旅費の支給を

受けないと出頭することが困難であるときは，送金しますから，至急，同封の請求

書にあなたの氏名と住所だけを記入して， これを当裁判所に送ってください。

旅費等の支給を受けておきながら，指定の期日に裁判所に出頭しなかったり，出頭

しても正当な理由がなく宣誓や証言を拒んだときは， これを返納しなければならな

いことになりますから，注意してください。

令和 年 月 日

裁判所

証人 殿



（別紙第2）

第1号様式

(注） ｛ ｝内の不要部分は抹消すること。

収入印紙再使用申出書

手数料を納付した

事件の事件番号
令和 年（ ）第 号

納付した印紙の総金額 金 円

民事訴訟費用等に関する法律第9条 １
項
項
項
項

１
２
３
５

第
第
第
第１ の規定により手数料の還付

を受ける場合は，金銭による還付に代えて，上記の印紙のうちから
0

｛
還付金額に相当する額

還付金額中 円分

証明してください。

｝ の印紙を再使用したいので，

年 月令和 日

申出人 住所

氏名

{扇調

ト や

支部
裁判所 御中

出張所

その旨を



（別紙第3）

第2号様式

再 使 用 証 明 書

事
件
番
号

還付すべき手数料を

納付した事件

手数料還付申立事件

令和 年（ ） 号

令和 年（ ） 号

申立人住所氏名

印紙ちよ う付欄

再使用できる印紙の金額 円

上記の印紙は，令和 年 月 日から1年以内に限り，上記の金額に

る

当裁判所における他の申立ての手数料の納付に使用できることを証明

令和 年 月 日

裁判所
支部

出張所

裁判所書記官 印



（別紙第4）

第3号様式

0

、

I〕

ノ

ロ

ノ

分離した印紙の種類

(合計）
枚
枚

円
円

上記印紙は，再使用証明のため
分離した。

令和年 月 日.

裁判所書記官
●?

印 り



（別紙第5）

・第4号様式

●

再使用証明

をした金額
円

再使用証明
を付した印
紙の種類

円 枚
(合計）
円 枚

令和 年 月 日上記の

とおり証明をした。

令和 年 月 日

裁判所書記官 印


